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Lib 活第 4 期 かながわに生きる私たち          

横浜市における社会福祉事業の展開について 

―戦前・戦後から高度成長期以降の市内中村川周辺地区を中心としてー  

 

    竹内裕子 

はじめに    

わが国における近代の社会福祉事業は、明治期に貧困者に対し民間慈善団体による活動は行

われていた。しかし、行政機関において整備されたのは大正期に入ってからである。この時期は、

公的機関による施設が増加し、研究・調査活動も行われるようになった。担当部署として、神奈川県

では社会課が横浜市では慈救課(後に社会課と改称）が創設された。さらに、関東大震災発生後の

避難民への対応は、社会福祉事業の対象者を従来の貧困者という枠だけでは収められなくなり、質

的にも量的にも社会福祉事業は拡大していった。だが、『神奈川県史』・『横浜市史』に社会福祉事

業の記述は少なく、戦前の社会福祉事業については、『横浜市史Ⅱ』や芹沢勇・田中義郎の研究

があり、戦後についても西村健が戦後の社会福祉事業について論じているが1、戦前・戦後を通して

社会福祉事業について論じられている研究は少ないといえる。 

『新修 神戸市史』が、「戦前の社会福祉事業が顧みる価値のないものであるというわけではな

い。戦前におこなわれたさまざまな事業の展開は、戦後の事業に受け継がれているものも多く、ま

た、戦前の事業の中で育った人材が戦後の福祉事業の全面展開を支えていることも事実であり、先

人の事跡から学ぶことは多い」と述べているように2、横浜市においても、戦前と戦後の社会福祉事

業についてまったく関連性がないわけではないと考えている。 

以上のような観点から、本論では、戦前期の神奈川県および横浜市の社会福祉事業施設を検討

する。さらに、横浜市内中村川周辺地区に着目し、戦前・戦後から高度成長期以降にかけて同地

区で行われてきた社会福祉事業の具体例を確認していく。これにより、横浜市における社会福祉事

業の歴史的関連性について検討できるのではないかと考えている。 

なお、社会福祉事業は戦前には社会事業とされているため、本論では戦前の事業を社会事業、

戦後の事業を社会福祉事業と表記する。 

 

１ 戦前における神奈川県・横浜市の社会事業 

1-1 神奈川県・ 横浜市の社会事業施設および内容 

神奈川県の社会事業施設および事業内容は、1940 年

(昭和 15)の時点で表 1 の通りであり、施設数では横浜市つ

いで横須賀市・川崎市の順であり、いずれの自治体にお

いても託児所が最大数だった。横浜市の託児所は主に現

在の中区・南区・神奈川区・鶴見区周辺に立地しており、

都市で働く若年労働者が乳幼児を預けて働いていたと推

察される。託児所に続いては無料・低額宿泊所が多く、救

療施設と地区住民の感化救済・矯風改善対策事業を行な

事業種類 横浜市 川崎市 横須賀市
その他
の市町村 合計

養老院 1 0 1
託児所 17 5 10 6 38
授産所 5 1 2 8
救療・軽費診療 5 1 4 10
住宅供給 1 0 1
救護 1 0 1
児童健康相談 5 0 5
助産 1 1 0 2
児童保護・補導 1 0 1
少年救護・保護 2 0 2
育児院 2 2 4
母子保護 2 0 2
隣保館 5 0 5
無料・低額宿泊休憩所 11 1 12
助葬 1 0 1
児童救療・健康指導など 7 1 1 9
貧困者児童収容・保護補導 2 2
合計 61 12 13 18 104

表１　神奈川県の社会事業施設　1940年1月現在（分類は社会事業法による）

神奈川県『神奈川の社会事業』11-19頁　1958 年より作成。
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い生活困窮者に対処する施設とされた隣保館3が続いていた。無料・低額宿泊所は、港湾労働者のた

めに港に近い場所に立地していた。児童救療は、震災を契機に発足した神奈川県乳児保護協会が

相談所を設置して貧困児への無料牛乳配布や健康相談に応じていた4。神奈川県下では、横浜市の

社会事業施設数が半数以上を占め、内容も多岐にわたっていたことが分かる。以下では、これら施設

の中で、横浜市隣保館について検討していきたい。 

1-２ 横浜市第二隣保館について 

横浜では開港以来、大型船から船荷を揚げ降ろしするため、大量の日雇労働者が必要とされた。

しかし、市内の無料・低額宿泊休息所は数が少なく、日雇労働者は、労働者を雇う業者ごとの宿泊

所や木賃宿と呼ばれた安宿に寝泊まりしていた。木賃宿は、市内中村川沿いの三吉町に 50 軒ほど

が、隣接した中村町にも 1929 年（昭和 4）の時点で 32 軒が営業していた。三吉町や中村町は港に

近いという条件から、港湾労働者が集住して居住する地域となっていたといえる5。 

1923 年（大正 12）の関東大震災後の横浜市では、市内 4 か所に前述した隣保館6が建設された。

ここでは、1927 年(昭和 2）、中村川沿いの中区中村町仲居（現：南区中村町 2 丁目）に開設された

横浜市第二隣保館（以下隣保館）について検討していく。事業内容は 1928 年（昭和 3）の時点で表 

2 の通りであり、同館の『施設事業報告』によれば、利用者は港湾労働者が 30％以上を占めていた7。

近隣地区では、小学校を中途退学または全く義務教育を受けなかった成人が非常に多かったため、

役所などへの提出書類や手紙の代行、国語・算数・書き方の個人教授を行い、正式な夜学に通う機会

がない男女には初等英語を教えていた。法律相談は週 2 回夜間に弁護士が行い、債権・借地借家・

夫婦関係が主であった。身上・戸籍相談では生計・入院診療問題、夫婦・親子問題が多かった。妊婦

相談は産婆が家庭訪問をして分娩も行っていた。健康相談は毎週１回医師が行い、希望者には投薬

をしていた。相談内容は、身上相談（343 件）・妊婦相談（154 件）・法律相談（147 件）の順で多く、英

語教授には 383 名が出席した。児童には健康・衛生面での事業を実施していた。児童図書は 8,801

冊が閲覧され、成人図書は 1,317 冊が貸し出され8。戦前の隣保館事業は治安的意味合いを持って

いたとされるが(注 3 参照）、事業内容からは地域住民の生活状態を把握しつつ、必要な支援・相談活

動を実践していたことがうかがえる内容である。 

しかし、戦時体制下になると隣保館は横浜市厚生館・市民館と改称され、授産設備などは軍需用品

の作業所になり建物は保健所などに転用されていった9。戦後、横浜市隣保館は再開されなかった。 

経済施設 隣友日掛金組合 代書
（願・届・手紙その他）

職業・内職紹介 理髪部
寿理髪業組合委託経営

義務教育未修了者対称夜学
   参加者79名

中等教育英語夜学
　　　開催日数39日
　　　出席者383名

職業教育
裁縫・編物講習など

常識講座

家政・盛花・作法講習 法律相談　147件
身上相談　343件
戸籍相談　65件

音楽会・音楽指導 社会教化的
講演・映画

妊婦相談 154件 母の会

児童遊園 児童入浴 女児虱駆除

臨海学校
参加者 55名

雨傘貸与 幼児審査

保健施設 健康相談 266件 歯科診療

修養施設 成人図書貸出
貸出部数 1,317冊

児童図書部
閲覧部数 8,801冊

倶楽部

教化施設

保護施設

表２　　　　　　　   横浜市第二隣保館事業内容　　1928年度

横浜市第二隣保館　『施設事業報告』昭和3年度　1929年　1-37頁 より作成。
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２戦後から高度成長期以降における神奈川県・横浜市の社会福祉事業 

敗戦後の横浜市は、占領軍により兵器輸送基地として重視され、港湾施設や中心市街地の多く

が接収された10。港の物資輸送には、戦前と同じく荷役や清掃などに多くの日雇労働者を必要とし

ていた。その活況は接収解除後も続き、荷役作業は朝鮮戦争特需・神武景気・オリンピック景気を

経て増加していった11。ここでは、戦後から高度成長期以降、中村川沿いの中村町と寿町に開設さ

れた隣保事業施設神奈川県横浜愛泉ホームと横浜市寿生活館の事業を確認していく。 

2-1 神奈川県横浜愛泉ホームについて   

1-2 で述べた中村町一帯は敗戦後の接収は免れたが、低所得者層が生活し、米軍根岸住宅地

区に隣接しており、簡易宿泊所12や木造の長屋・アパートが建ち並ぶ住宅密集地であった。1962 年

（昭和 37）、神奈川県は、低所得者対策の一環として中村町周辺地域の福祉に欠けた住民を対象

に各種事業を行い地域社会福祉の向上を図ることを目的に13、横浜市より土地の提供を受けて南区

中村町 3 丁目に隣保事業施設神奈川県愛泉ホーム（以下愛泉ホーム：後に川崎市にも同様の施設

が開設され名称は神奈川県横浜愛泉ホームとされた）を開設した14。運営は県が直接運営するより

公益性の強い民間組織が運営することがより効率的であるとされ、当時の副知事津田文吾を理事長

とする神奈川県社会福祉事業団により公有民営の新方式で運営された15。 

愛泉ホーム開館初期の事業（表 3）は、職業指導や各種相談窓口など愛泉ホーム側からの住民サ

ービス提供型事業であった。後に、住民のニーズを探り共に考えていくことで自主的な住民活動が

生まれ、障がいを持つ・持たないにかかわらない全世代の利用とともに、ボランティアも参加する状

態に変化していった。利用者の組織化する場として利用者懇談会が誕生し、単身高齢者への給食

会が行われるなど16、地域の福祉事業施設として実績を積んできた。 

愛泉ホームは自らの事業に対し、「戦前の隣保館と精神・事業内容において類似」しており17、第

二隣保館の事業活動についても「当ホームが開館した時の事業内容と大変よく似ていることが分か

る」、「愛泉ホームを企画した当時の県には、大正時代の隣保事業が発想の根底にあったのでは」と

述べているように18、戦前の隣保館との関連性を認識した上で、地域に根ざした問題を解決していこ

うと考えていたといえる。 

しかし、神奈川県は、住民の生活環境の向上や施設利用形態の変化から、設置目的は達成され

地域に密着した活動拠点になり、県の事業としてなじまず市に移管されるべきとして、1993 年（平成

5）には、行政改革大綱に基づき横浜・川崎両市に同施設の無償貸与を持ちかけたが、両市は県外

郭団体による運営を求めて事態は平行線をたどった。職員や地元住民による施設の存続運動もあ

表3　　　　　　　　　神奈川県横浜愛泉ホーム事業内容　　　　　　（1964年8月～1969年3月）

№ 事業名
1 厚生事業 職業指導 浴場 売店 理容室 食堂 育児室

2 相談事業 一般相談 健康相談 法律相談 内職相談 生活保護相談

3 クラブ活動 子どもクラブ 母親クラブ 老人クラブ 成人クラブ

4 勤労者学級

5
その他の
地域福祉事業

学習会
図書
閲覧貸し出し 講演会 映画会

レクリエーション大会
子ども会

青少年指導者
ボランティア研修

各種団体・施設
その他の機関との懇談会

6 調査研究
7 貸室
8 その他 愛泉ホームまつり 学童保育 幼児グループ 『愛泉ホームだより』創刊 移動相談・

移動図書館

事業内容

『横浜愛泉ホーム35年のあゆみ』　26ｰ27頁　1998年より作成。



4 

 

ったが、1994 年（平成 6）、県は第三セクターの見直し方針として、愛泉ホームを横浜・川崎両市に移

管すると発表した。県は、「本来、市が運営すべき施設。住民に必要とされているので、現状の事業

を継続して受け取ってほしい」としているが、建物の老朽化や運営費の負担などの問題があり、両市

は難色を示していた。だが、1997 年（平成 9）、県の撤退方針を受け愛泉ホームは事業を住民・利用

団体の自主事業に切り替える計画とし、職員・補助金は段階的に減額される見込みとなった。これ以

降、横浜市が付近に地区センター・地域ケアプラザの設置を決定したため、2005 年（平成 17）9 月末

をもって神奈川県横浜愛泉ホームは閉館した19。 

現在の中村町には、何軒かの簡易宿泊所が営業しているが、寿町(後述)のように密集しているわけ

ではなく普通住宅の間に点在している。町内や周辺地区には横浜市中村地区センター・横浜市中村

地域ケアプラザとともに、地域の障がい者とその家族をサポートする地域活動ホームどんとこい・みな

み、生活保護法による更生施設中央浩成館、障がいを持ち地域で生活することが困難な人が利用す

る救護施設清明の郷、学習支援や日本語指導を行っている信愛塾、母子世帯の自立と成長を援助す

る母子生活支援施設カサ・デ・サンタマリアなどの福祉関連施設が運営されている。 

2-2 横浜市寿生活館について  

  戦前の寿町は、小さな商店が並び港を支える職業・職種の人が生活する地区であった。しかし、

敗戦後の寿町一帯は占領軍によって接収され、日本人は立ち入りが禁止された。1950 年代になり、

寿町一帯の接収が解除され始めると港湾労働をになう日雇労働者の需要増加に呼応するように、

寿町一帯に簡易宿泊所がつぎつぎと建てられていった20。労働者に

職業を斡旋する横浜公共職業安定所も寿町に移転し、簡易宿泊所

には多くの単身・世帯持ちの労働者が宿泊し、現在の簡易宿泊所

街の原形がつくられていった。農村から都市への出稼ぎ者、閉山に

よる炭鉱離職者などが流入し最盛期には 8,000 人以上の人が生活

していた21。その後、1960 年代に急速に進行した港湾労働の機械

化とともに、日雇労働需要は港湾から土木・建築業に移行し、1973

年（昭和 48）のオイルショック、平成不況の時期を経て寿町では日

雇労働需要そのものが減少していった。その一方で生活保護受給

者は増加し、単身高齢者や精神疾患を含めて何らかの障がいをか

かえる宿泊者が生活する福祉ニーズの高い街へと変化していった22。 

このような状況のなかで、横浜市は 1965 年（昭和 40）に、「住居の

ない者及び簡易宿泊所宿泊者等の更生と福祉」の増進を目的として

隣保事業施設横浜市寿生活館（以下寿生活館）を中区寿町 3 丁目

に設置し23、市民生局による生活相談所が開設され、基本業務を生活相談・児童相談・健康相談とし

た24。1966 年（昭和 41）の相談内容と件数(表 4)からは、生活相談のうち生活保護関係（631 件）と健

康相談（381 件）がその大半を占めていることは、隣保館・愛泉ホーム事業内容（表 2・3 参照）と共通

する傾向が見られるとともに、当時の簡易宿泊所居住者の生活状況を反映した結果であり、戦前・戦

後を問わず生活困窮者への対応は日々の生活を維持するための対策であったといえる。1969 年（昭

和 44）には住民の要望による夜間銀行（横浜市寿貯蓄組合）が開設され、子供ホールや娯楽室・図

相談内容 件数

生活相談 生活保護関係 631

職業関係 9

戸籍関係 18

金品援護 27

その他 48

児童相談 母子福祉 6

助産 40

保育 54

学校 16

一般児童関係 55

その他 19

健康相談 健康相談 381

医療相談 46

その他 社会保険関係 8

問い合わせ 199

その他 307

合計 1,864

表4
横浜市寿生活館相談内容  1966年

佐久間健生ほか『寿のまち』5頁1972年5月より作成。
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書室も後に設置された。住民の自主活動も活発化し住民懇談会の結成や住民による図書室の管理

などが行われた。1975 年(昭和 50) 構造不況と低成長経済の影響による混乱の中で生活館が休館

した時期もあったが、その間も相談業務は継続され、6 年後に業務は再開された。その後、2004 年

（平成 16）に竣工した寿福祉プラザに生活相談所は移転し、現在も市直営の相談所となっている25。 

2023（令和 5）年の時点で簡易宿泊所は 113 軒、宿泊者数 5,340 人（内女性 291 人）に対し生活

保護受給者は 4,981 人となり、高齢化率は 52.8％であった26。世帯別では中高年の単身男性が多く、

元日雇労働者のみではなく他地域からの生活困窮者が生活する場所にもなってきた。また、近年は

簡易宿泊所を建て替えの際にワンルームマンションにする、日本語学校に通学する留学生寮とする

ケースもでてきた27。 

 

おわりに   

本論では、横浜市内中村川周辺地区に着目し、戦前・戦後から高度成長期以降にかけて隣保事

業のみではあったが、同地区で行われてきた社会福祉事業の具体例を確認してきた。横浜市第二

隣保館・神奈川県横浜愛泉ホーム・横浜市寿生活館はともに労働者が集住する地区であった中村

川周辺地区に開設され、各施設の活動時期は異なりながらも居住者のニーズを考え地域に密着し

て問題解決を図ろうと、戦前から戦後高度成長期以降にかけて活動を実践してきたといえる。 

横浜市第二隣保館の事業は、個人よりも国家が優先され十分な対策が講じられているとはいえな

い時代においてではあるが、都市という環境のなかでの生活困窮者に対する社会的対応の１つであ

ったといえる。1962（昭和 37）・1965（昭和 40）年とあいついで開設された愛泉ホームと寿生活館の建

設は、開港以来中村川周辺地区の各町が港を支える後背地としての役割をになってきたことと無関

係ではなく、戦前から、中村川一帯で港湾労働者のための社会福祉事業が機能していたからこそ、

戦後も隣保事業施設が開設されたといえるのではないか。そして、港湾労働需要が増加するにつれ

て寿町簡易宿泊所街は、中村町一帯よりもさらに日雇労働需要に特化した単身男性労働者の街と

なり、寿生活館は日雇労働者への対策を中心として機能する施設となった。その後、寿町一帯は日

雇労働需要の減少とともに、単身男性高齢者が生活する生活保護・介護を受ける福祉の街になった

といえる。 

以上のように、神奈川県横浜愛泉ホームと横浜市寿生活館の事業は生活困窮者への社会的対

応という面では戦前との共通性を持ち、戦前の横浜市隣保館事業も含めて戦前から戦後にかけて

の歴史的関連性はあったと考えられる。 

なお、愛泉ホーム建設の際、神奈川県は初期には公衆浴場的な施設を考えており、港湾労働者

を中心とした港で働く人の施設ということで寿町が候補として考えられたようである。しかし、施設内

容が隣保館建設ということで建設地は中村町になった。この間、土地提供について横浜市は積極的

ではなかったとされる。また、横浜市は昭和 30 年代松影地区に寿生活館を構想していたとされるが

詳細については確認できなかった28。 

今回、横浜市の社会福祉事業については中村川周辺地区の隣保事業という限定した範囲でしか

論じられなかった。同事業の検証については中村川周辺地域以外の地区との比較、あるいは他の
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行政機関や民間事業団体との関係なども重要であると考えているが、この点については検討できな

かった。本論で取り上げることができなかった事項については、今後の課題としたい。 
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